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 北海道農業士認定要領（昭和50年2月18日付け農改第135号北海道農政部長通知） 新旧対照表 

 
 

 改          正          後  改          正          前 改正理由 

北海道農業士認定要領 
 

 （昭和５０年 ２月１８日付け農改第 １３５号 北海道農政部長通知）［制  定］ 

              （昭和５４年 ４月２３日付け農改第 ３１９号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

             （昭和６２年 ３月 ４日付け農改第２２９９号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

              （平成  ８年１０月３０日付け農改第１５６４号 北海道農政部長通知）［全部改正］ 

              （平成  ９年１２月 ３日付け農改第１２７２号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成１３年１０月２４日付け農改第１１３１号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成１８年 ３月２９日付け経営第１３９４号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成２４年 ３月３０日付け経営第１４０７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成２８年 ６月１６日付け経営第 ５１７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成２９年 １月１２日付け経営第１５０７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成３０年 ３月２６日付け経営第１７６６号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（令和 ３年 ６月１８日付け技普第 ６０１号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（令和 ６年 ６月１４日付け技普第 ３６６号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

 

 

第１～第６ 略 

 

第７ 認定の期間 

１ 農業士の認定期間は、認定の日から満５０歳の誕生日に

属する年の１２月末までとする。 

      ただし、満５０歳の誕生日に属する年の１２月末まで

に、当該日以降も農業士としての活動を継続したい旨の申

し出があった場合は、この限りでない。 

なお、本項の規定は、平成２３年度以前の認定者につい

ては適用しない。 

 ２ 略 

北海道農業士認定要領 
 

 （昭和５０年 ２月１８日付け農改第 １３５号 北海道農政部長通知）［制  定］ 

              （昭和５４年 ４月２３日付け農改第 ３１９号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

             （昭和６２年 ３月 ４日付け農改第２２９９号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

              （平成  ８年１０月３０日付け農改第１５６４号 北海道農政部長通知）［全部改正］ 

              （平成  ９年１２月 ３日付け農改第１２７２号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成１３年１０月２４日付け農改第１１３１号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成１８年 ３月２９日付け経営第１３９４号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

               （平成２４年 ３月３０日付け経営第１４０７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成２８年 ６月１６日付け経営第 ５１７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成２９年 １月１２日付け経営第１５０７号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（平成３０年 ３月２６日付け経営第１７６６号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 
（令和 ３年 ６月１８日付け技普第 ６０１号 北海道農政部長通知）［一部改正］ 

 
 

 

第１～第６ 略 

 

第７ 認定の期間 

１ 農業士の認定期間は、認定の日から満５０歳の誕生日に

属する年度終了日までとする。 

      ただし、満５０歳の誕生日に属する年度終了日までに、

当該日以降も農業士としての活動を継続したい旨の申し出

があった場合は、この限りでない。 

なお、本項の規定は、平成２３年度以前の認定者につい

ては適用しない。 

 ２ 略 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解除事務の改善に伴う改正 
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第８ 認定の解除 

     知事は、農業士が次に掲げる事項に該当する場合は、認

定を解除することができる。 

   ただし、２については、あらかじめ推進会議において有

識者の意見を聞くものとする。 

 １ 離農又は死亡した場合 

  ２ 社会的、道義的に農業士としてふさわしくない行為があ

った場合 

  ３ 健康上の理由等により、農業士から辞退届の提出があっ

た場合 

 

第９～第 10 略 

 

附 則 

この要領は、平成２８年６月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年１月１２日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年３月２６日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年６月１８日から施行する。 

２ １の制定にかかわらず、本文及び別記様式を改正する改

正規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年６月１４日から施行する。 

 

第８ 認定の解除 

     知事は、農業士が次に掲げる事項に該当する場合は、推

進会議において有識者等の意見を聞いた上で、認定を解除

することができる。 

    

 １ 離農又は死亡した場合 

  ２ 社会的、道義的に農業士としてふさわしくない行為があ

った場合 

  ３ 健康上の理由等により、農業士から辞退届の提出があっ

た場合 

 

第９～第 10 略 

 

附 則 

この要領は、平成２８年６月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年１月１２日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年３月２６日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年６月１８日から施行する。 

２ １の制定にかかわらず、本文及び別記様式を改正する改

正規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 

 

解除事務の改善に伴う改正 
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改          正          後 改          正          前 改正理由 

別記第１号様式 

 

北海道農業士認定候補推薦書 

年    月    日    

 北海道知事              様 

                                                     市 町 村 長           

  北海道農業士認定要領（平成８年１０月３０日付け農改第１５６４号北海道農政部長

通知）第４の３に基づき、次の者を北海道農業士認定候補者として推薦します。 

記 

１  住  所 

２  氏  名 

３  推薦理由 

４ 農業改良普及センター管内の指導農業士会へ本件についての通知 

       有 □       

５  添付書類 

（１）北海道農業士認定候補概要書 

（２）北海道農業士認定候補に関する意見書 

上 記 推 薦 に 賛 同 い た し ま す 。 

                                        農業委員会会長                   

農業協同組合長                   

 

別記第１号様式 

 

北海道農業士認定候補推薦書 

年    月    日    

 北海道知事              様 

                                                     市 町 村 長          印 

  北海道農業士認定要領（平成８年１０月３０日付け農改第１５６４号北海道農政部長

通知）第４の１に基づき、次の者を北海道農業士認定候補者として推薦します。 

記 

１  住  所 

２  氏  名 

３  推薦理由 

４ 農業改良普及センター管内の指導農業士会へ本件についての通知 

       有 □       

５  添付書類 

（１）北海道農業士認定候補概要書 

（２）北海道農業士認定候補に関する意見書 

上 記 推 薦 に 賛 同 い た し ま す 。 

                                        農業委員会会長                  印 

農業協同組合長                  印 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
推薦事務の改善に伴う改正 
 
所用の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
推薦事務の改善に伴う改正 
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別記第２号様式 

 

北海道農業士認定候補に関する意見書                                                              

年    月    日 

 北海道知事             様  

                                           振興局  農業改良普及センター 

                                           所 長 

北海道農業士認定候補者に関して次のとおり、意見を提出します。 

１  認定候補者の住所及び氏名 

      住  所   

      氏  名 

２  意見（適否のどちらかに○。補足が必要な場合、１～４それぞれ備考欄に記載） 

項目 適否 備考 

１ 生産技術や経営管理能力に優れ、今後の 

経営発展に対する考えが明確であるか。 
  適 

  否 

 

 

２ 地域の組織・集団において積極的に活動 

に取り組み、リーダーとしての役割を十

分果たしているか。 

  適 

  否 

 

３ 関係機関・団体との関わり、地域農業の

発展に対する協力の状況はどうか。 
  適 

  否 

 

４  総合意見   

 

 

別記第２号様式 

 

北海道農業士認定候補に関する意見書                                                              

年    月    日 

 北海道知事             様  

                                           振興局  農業改良普及センター 

                                           所 長 

北海道農業士認定候補者に関して次のとおり、意見を提出します。 

１  認定候補者の住所及び氏名 

      住  所   

      氏  名 

２  意見 

１ 生産技術や経営管理能力に優れ、今後の 

経営発展に対する考えが明確であるか。 
 

 

２ 地域の組織・集団において積極的に活動 

に取り組み、リーダーとしての役割を十

分果たしているか。 

 

３ 関係機関・団体との関わり、地域農業の

発展に対する協力の状況はどうか。 
 

４  総合意見  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
推薦事務の改善に伴う改正 
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所用の整備 
（記載カ所の変更） 

(下線部分は改正部分) 

別記第３号様式 別記第３号様式 


